
令和８年１月１日現在
志布志市に住所を有している

どんな申告が必要か
チェック

はい いいえ

令和７年中（1月～12月）に収入があった
住所を有していた市区町
村に確認してください

収入は障害者年金、遺族年金または失業手当のみ

収入は給与のみ（2,000万円以下）ですか
志布志市に給与支払報告書が提出されてい

ない場合は「いいえ」

志布志市在住の方の申告（年末調整含
む）において扶養親族となっている、

またはなる予定

市民税・県民税の申告が必要です
控除に必要な書類や経費の計算書類を準備の上、申告してください。

※追加の控除等の申告により還付される所得税・復興特別所得税がある場合は、確定申告ができます。

ＳＴＡＲＴ！

はい

いいえはい

はい

給与の支給は１箇所のみですか

いいえ はい

申告不要 はい

簡易申告
が必要

主な収入が給与 主な収入が公的年金
主な収入が給与・公的年金以外
（農業・営業・不動産等）

１つでも該当すると確定申告対象

‣給与収入が2,000万円を超える。

‣２箇所以上の事業所からの年末調
整されていない給与所得が20万円を
超える。

‣給与以外の所得が20万円を超える。

１つでも該当すると確定申告対象

‣年金収入が400万円を超えている。

‣年金以外の所得が20万円を超える。

該当すると確定申告対象

‣合計所得金額が所得控除の合計額
を超える。

１つも該当しない場合

市民税・県民税申告確認フローチャート

税務署の確定申告書を提出される方は、市民税・県民税の申告は不要です

いいえいいえ

年末調整はお済ですか
※追加に控除を受ける
場合は「いいえ」

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ


